
(１)こばと園の構成と役割

１．組織図

２．体制
１)こども発達支援センター こばと園

※児童福祉法 指定障害児通所支援事業者 栃木県より指定
◇職員配置
・管理者（保育士） １名（常勤・兼務）
・児童発達支援管理責任者（保育士） １名（常勤）
・保育士 １名（常勤・兼務）

６名（会計年度任用職員）
・公認心理師 １名（会計年度任用職員）
・医師 １名（非常勤）
・作業療法士 １名（非常勤）
・言語聴覚士 １名（非常勤）

２)相談支援事業所 こばと
※児童福祉法 指定障害児相談支援事業者 下野市より指定

◇職員配置
・管理者（保育士） 1名（常勤・兼務）
・相談支援専門員（保健師） 1名（常勤）
・相談支援専門員（保育士） 1名（常勤・兼務）
・相談支援専門員（保健師） 1名（非常勤再任用職員）

資料１-4

下野市

健康福祉部

社会福祉課

こばと園

相談支援事業所こばと
こども発達支援センター     

こばと園

障がい福祉   
グループ

生活保護    
グループ     

地域共生     
グループ

社会福祉     
グループ



３．障害児支援の基本理念

（１） 障害の特性を踏まえたニーズに応じた発達支援の提供
こどもの発達全般や障害の特性・行動の特性等を理解し、こどもの発達及び生活の連続性に

配慮し、こどもの今の育ちの充実を図る観点と将来の社会参加を促進する観点から、こどもの
ウェルビーイングの向上につながるよう、必要な発達支援を提供することが必要である。
また、障害の特性による二次障害を予防する観点も重要であることから、こどもの特性に合

わない環境や不適切な働きかけにより二次障害が生じる場合があることを理解した上で支援
を提供するとともに、こどもの支援に当たっては、こども自身が内在的に持つ力を発揮できる
よう、エンパワメントを前提とした支援をすることが重要である。

（２） 合理的配慮の提供
障害者権利条約では、障害を理由とするあらゆる差別（「合理的配慮」の不提供を含む。）の

禁止等が定められている。
障害のあるこどもの支援に当たっては、こども一人一人の障害の状態及び発達の過程・特性

等に応じ、合理的な配慮の提供が求められる。このため、事業所等は、障害のあるこどもや保
護者と対話を重ね、物理的な環境や意思疎通、ルールや慣行など、何が障害のあるこどもの活
動を制限する社会的なバリアとなっているのか、また、それを取り除くために必要な対応はど
のようなものがあるか、などについて検討していくことが重要である。

（３） 家族支援の提供
こどもは、家族やその家庭生活から大きな影響を受ける。家族がこどもの障害を含め、その

こども本人のありのままを肯定していくプロセスは平坦ではなく、成長・発達の過程で様々な
葛藤に直面する。様々な出来事や情報で揺れ動く家族を、ライフステージを通じて、しっかり
とサポートすることにより、こどもの「育ち」や「暮らし」が安定し、こども本人にも良い影
響を与えることが期待できる。
家族の支援に当たっても、こどもの支援と同様、家族のウェルビーイングの向上につながる

よう取り組んでいくことが必要であり、家族自身が内在的に持つ力を発揮できるよう、エンパ
ワメントを前提とした支援をすることが重要である。

（４） 地域社会への参加・包摂（インクルージョン）の推進
全ての国民が障害の有無にかかわらず、互いに人格と個性を尊重しあい、理解しあいながら

共に生きていく共生社会の実現に向けては、障害の有無にかかわらず、こどもたちが様々な遊
びなどの機会を通じて共に過ごし、学びあい、成長していくことが重要である。このため、事
業所等は、障害児支援だけでなく、こども施策全体の中での連続性を意識し、こどもの育ちと
個別のニーズを共に保障した上で、地域社会への参加・包摂（インクルージョン）の推進の観
点を常に持ちながら、こどもや家族の意向も踏まえ、保育所、認定こども園、幼稚園等の一般



のこども施策との併行利用や移行に向けた支援や、地域で暮らす他のこどもとの交流などの取
組を進めていくことが求められる。

（５） 事業所や関係機関と連携した切れ目のない支援の提供
こどもの現在、そして将来の豊かな育ちを保障していくためには、こどもと家族を中心に据

えて、包括的なアセスメント・支援を行うことが必要であり、各事業所や各関係機関それぞれ
が、非連続な「点」として独自に支援を行うのではなく、子育て支援施策全体の連続性の中で、
地域で相互に関係しあい連携しながら「面」で支えていく必要がある。
こどものライフステージに沿って、地域の保健、医療、障害福祉、保育、教育、社会的養護、

就労支援等の関係機関や障害当事者団体を含む関係者が連携を図り、切れ目のない一貫した支
援を提供する体制の構築を図る必要がある。

４．児童発達支援の役割
児童発達支援は、大別すると、「本人支援」、「家族支援」、「移行支援」及び「地域支援・地

域連携」からなる。事業所等は、主に就学前の障害のあるこども又はその可能性のあるこども
に対し、個々の障害の状態や発達の状況、障害の特性等に応じた発達上のニーズに合わせて本
人への発達支援（本人支援）を行うほか、こどもの発達の基盤となる家族への支援（家族支援）
を行うことが求められる。また、全てのこどもが共に成長できるよう、障害のあるこどもが、
可能な限り、地域の保育、教育等を受けられるように支援（移行支援）を行うほか、こどもや
家庭に関わる関係機関と連携を図りながら、こどもや家族を包括的に支援（地域支援・地域連
携）していくことも求められる。

《児童発達支援ガイドラインより》（令和 6年 7月改訂）

★こばと園の理念★
生きる力と個性の尊重

～子ども一人ひとりが持っているよいところを伸ばし
個性を尊重しながら成長につなげる～

★こばと園の目標★
･自分のことを自分でする(身辺自立)
･運動を通して体のﾊﾞﾗﾝｽを整える
･あいさつを交わす(言葉・ｼﾞｪｽﾁｬｰ等)
･お友達と一緒に遊ぶ楽しさを知る

･できた! 楽しい! という経験を大切にする
(自己肯定感の向上）


